
水道料金減免事業について

令和５年２月１７日

上下水道局料金課

【資料３】



１ 水道料金減免事業
(1)  目的

新型コロナウイルス感染症の拡大及び物価高騰等の影響

から市民の生活・事業の経済的負担を軽減するために，市

の支援策の１つとして水道料金の基本料金を免除

(2) 財源

市の一般会計から水道事業会計への補助金

(3) 事業規模

約５億円

免除額 約４億８，９５０万円 関連事業費 約500万円
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２ 減免事業内容

(1) 対象者

上下水道局と給水契約のある使用者 (国・県・市等の施設を除く)

(2) 対象期間

令和５年２月検針分又は３月検針分(2か月に１回の検針分)

(3) 免除する金額

水道メータ口径に応じた基本料金を免除

(4) 手続き

申請手続き不要
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水道メータ
口径

基本料金

75㎜ 50,820円

100㎜ 108,680円

150㎜ 248,600円

200㎜ 462,000円

３ 基本料金免除額(水道メーターの口径により相違)

水道メータ
口径

基本料金

13㎜ 1,012円

20㎜ 2,728円

25㎜ 4,466円

40㎜ 13,728円

50㎜ 20,240円

３免除対象 免除対象外



４ 検針票

４

8,608円 - 2,728円 ＝ 5,880円
(合計金額） (水道の基本料金） (請求金額） ※税込で表記。

【右の例】
「令和5年2月」の検針
水道の「口径20mm」
を2か月ご使用の場合。



５ 周知方法

(1) 広報かしわ

令和５年１月１５日号掲載

(2) ホームページ

令和５年１月２４日より掲示

(3) お知らせ通知

検針票と一緒に「お知らせ」を配布

５



６

(1) 広報かしわ

６



(2) ホームページ
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(3) お知らせ通知
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